
                                   

                        
                       

                     
 

 

 

                     

 

 

 

 

                                     

 

 

 
    

                     

                                                        

        
                              

   

 

 
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      
 

  

 

 

警察は、入国管理局と連携し、      

『不法滞在』や、不法滞在を助長する 

『不法就労』に対する取り締まりを強化 

しています。 

外国人を雇用する際には、在留カード

を確認してください。 

 ご不明な点は 

浦和東警察署又 

は入国管理局へ 

お問い合わせ 

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 

浦和東警察署 

048‐712‐0110 

三室交番 

048‐873‐4995 

 覚せい剤、大麻、シンナーなどの違法  

薬物は、「１回だけ」と思っても依存性 

が高く、自分の意志ではやめられなくなり、

身体・精神を壊して 

しまいます。 

 違法薬物の誘いには、 

「ゼッタイ」に 

のってはいけません。 

 

 

薬物に関する相談・情報は  

  ホワイト・テレフォン   
  048-822-4970へ 

 

有効期間                   
〇 国外運転免許証の有効期間は、発給の日から1年間で更新 
  制度はありません。                          
〇 渡航回数に関係なく発給の日から1年間、海外で使用できま
  すが国によっては、１年間の使用を認めず、自国の免許証  
 を取らせるところもあります。       
〇 １年以上海外に滞在される方は現地の免許証に切り替える 
  か、その国の運転免許試験を受けてください。 
運転できる自動車の種類 

〇 あなたがお持ちの免許の種類と同等です 

   （日本の国内運転免許証を必ず一緒にお持ちください。） 

【受付窓口】 

（即日交付を希望される方） 

運転免許センター・大宮ソニックシティビル４階           

（後日交付でもよい方） 

埼玉県内各警察署の運転免許証窓口（鴻巣署を除く） 

     非行防止指導班 「あ… 

      

   

 ＳＮＳなどのコミュニティサイトを通じて

友人や共通の趣味を持つ人との交流や情報交

換は沢山の楽しみがあります。 

 しかしその中には「危険」も沢山潜んでお

り、知らぬ間に犯罪に巻き込まれたり、 

“いい仕事がある”と犯罪そのものに加担し

「犯罪者」となる危険があります。 

  〇犯罪に巻き込まれない。 

  〇犯罪に加担しない。 

十分に注意してトラブルの際は早めに警察に

相談してください。 

 

 

物件交通事故･･･３８件 

人身交通事故･･･  ２件 

          
    

 

                           道路交通法第３８条【歩行者優先義務】の正しい理解と遵守 

 

 

 

 警察の仕組みや業務の 

推進状況が分かる 

｢警察のあゆみ｣ 

を２次元コード 

から是非 

ご覧ください 

・・・お知らせ・・・ 


